
 

 

 

教育委員会会議録（１０月定例会） 
 

 

 

日  時       令和７年１０月２３日（木） 

           午後１時３０分から午後１時５０分まで 

 

場  所       日立市役所 ３０４・３０５号会議室 

 

出席委員       教育長                 折笠 修平 

           教育長職務代理者            上村 由美 

           委 員                 朝日 華子 

           委 員                 小野 智久 

       委 員                 額賀  隆 

 

委員以外の出席者   教育部長                作山 直弘 

           次長                  大内 弓子 

           理事                  窪田 康德 

           総務課長                西  勇人 

           学校施設課長              富岡 道雄 

           学務課長                北見  裕 

           学校再編課長              酒地 康彦 

           生涯学習課長              根田 容子 

           スポーツ振興課長            市原 慎也 

           指導課長                青木 房子 

           記念図書館長              佐川 正城 

           郷土博物館長              鈴木 弘嗣 

           北部学校給食共同調理場長        小林 健児 

           教育研究所長              諸橋 正和 

           総務課課長補佐（兼）庶務係長      塙  智光 

           総務課課長補佐（兼）計画財務係長    西野 晃平 

           総務課係長               澤田 貴子 

           総務課主事               上遠野 宰 

 

 



 

議  事 

 

 報 告 

 報告第１０号 教育委員会９月定例会の会議録について 

 

 議 案 

議案第４４号 専決処分について（日立市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例 

施行規則の一部を改正する規則の制定について） 

議案第４５号 日立市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 その他 

 (1) 令和８年度公設児童クラブの入所児童の募集について 

 

 

 

 

  



 

会 議 の 概 要 

１  開  会  

教 育 長 ただ今から、教育委員会１０月定例会を開会します。 

 

本日は、傍聴者はおりません。 

 

  

２  報  告  

報  告  第１０号 教育委員会９月定例会の会議録について 

教 育 長 まず、報告第１０号について、御意見等はございませんか。 

 

全 委 員 

 

特にありません。 

 

教 育 長 それでは、本件については、承認されました。 

 

３  議  案  

議  案  第４４号 専決処分について（日立市スポーツ広場の設置及び管理に関する

条例施行規則の一部を改正する規則の制定について） 

 

教 育 長 

 

 

続いて、議事に移ります。 

議案第４４号について、スポーツ振興課長から説明をお願いしま

す。 

 

スポーツ振興課長 

 

日立市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則の制定について、教育委員会を開催する暇がなかっ

たことから、専決処分をさせていただいたものでございます。 

新旧対照表を御覧ください。 

見直しを行う施設は、河原子北浜スポーツ広場、中里スポーツ広

場、会瀬スポーツ広場の３施設です。 

３施設ともに、使用時間の見直しを行うもので、使用する時期に

応じて、午前６時からとしていたものを午前９時からとし、日没ま

で又は午後９時までとしていたものを、午後５時までとするもので

す。 

ただし、会瀬スポーツ広場については、利用実態などを踏まえて、

午後９時までとします。 

また、河原子北浜スポーツ広場と中里スポーツ広場については、

従来の年末年始に加え、週１回の休場日を設定するもので、火曜日

を休場日とします。 

 



 

教 育 長 

 

 

それでは、議案第４４号について、可決することでよろしいでし

ょうか。 

 

全 委 員 異議なし。 

 

教 育 長 議案第４４号については、原案可決と決しました。 

 

議  案  第４５号 日立市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

 

教 育 長 

 

次に、議案第４５号について、学務課長から説明をお願いします。 

 

学 務 課 長 

 

２学期制の導入に伴い新たな学期等を定めるため、本規則を制定

するものです。 

新旧対照表で御説明いたします。 

令和８年度から２学期制を導入するに当たりまして、第２条第２

項のとおり、学期を３学期と定めているところを、２学期に改める

ものです。 

なお、学期の期間につきまして、前期を４月１日から１０月第２

月曜日まで、後期を１０月第２火曜日から３月３１日までと改める

ものです。 

また、小学校及び中学校における教育課程編成届を定める様式第

３号及び第４号中に、学期に関わる記載がある箇所を、前期後期と

改めるものです。 

本規則の施行期日は、令和８年４月１日となります。 

なお、特別支援学校等の学期につきましては、学校管理規則の条

文を準用していることから、本条文を改正することで、併せて２学

期制が導入されるものとなります。 

 

委 員 ３学期制から２学期制への移行は、学校運営、学習指導、評価、

保護者対応など多方面に影響を及ぼす大きな制度変更です。 

児童生徒の学びの質向上に資する改革であることを、保護者等に

丁寧に説明していただきたいと思います。 

また、先生方も制度の趣旨を理解し、児童、生徒、保護者へ説明

できるよう研修機会を設けていただきたいと思います。 

 

学 務 課 長 ２学期制の導入に当たりましては、校長会からの要望を受け、校

長会との実施に向けた調整、さらには２学期制導入検討委員会にお

いての検討、説明、保護者や生徒に対してのアンケート調査の実施、

さらにはＱ＆Ａの作成、問い合わせへの回答等を細かく対応してい

るところでございます。 

なお、今後、保護者への通知等も考えております。 

また、通知表や指導要録のレイアウト等は、教育課程検討委員会



 

などと打ち合わせをして、準備を進めております。 

 

委 員 保護者や教職員の方々からの具体的な意見を教えていただきたい

です。 

 

指 導 課 長 現在、６５６名がアンケートに回答いただいたところでございま

す。 

回答としては、「特になし」が多い状況でしたが、２８３名の方か

ら御意見をいただきました。 

なお、「賛成」が半数を超えており、「どちらでもよい」という御

意見を合わせますと、約７３％が賛成になり得ると捉えております。 

残りの約２７％は、通知表が渡される回数が減る分、学習状況の

お知らせのようなものはあるのか、夏休み期間は短くなってしまう

かなどの意見等がありました。 

 

教 育 長 

 

 

それでは、議案第４５号について、可決することでよろしいでし

ょうか。 

 

全 委 員 異議なし。 

 

教 育 長 議案第４５号については、原案可決と決しました。 

 

４  そ の 他  

(1)令和８年度公設児童クラブの入所児童の募集について 

教 育 長 

 

 

続いて、その他に移ります。 

その他(1)について、生涯学習課長から説明をお願いします。 

 

生涯学習課長 

 

公設児童クラブの募集人数でございます。 

中里小中学校を除く、各小学校内に開設されており、全２２クラ

ブにおいて合計２，０２５人を募集するものでございます。 

入所要件については、記載のとおりでございます。 

申込期間は、継続者は１１月２０日から１２月１２日まで、新規

者は１１月２０日から１２月１９日まででございます。 

申込書の配布等につきましては、配布期間は１１月２０日から始

まり、配布場所は各児童クラブ、教育プラザ内にある放課後児童セ

ンター及び生涯学習課で配布いたします。 

なお、ホームページからのダウンロードも可能となっております。 

申込方法につきましては、継続者は各児童クラブに持参していた

だき、新規者は放課後児童センターに持参又は郵送していただくこ

ととなります。 

広報については、就学時健康診断で案内書を配布するほか、１１



 

月号市報及び市ホームページでお知らせいたします。 

入所者の決定については、令和８年２月上旬頃を予定しておりま

す。 

なお、児童クラブの概要につきましては、記載のとおりとなって

おります。 

 

(2) その他 

教 育 長 

 

そのほか、案件はありますか。 

生涯学習課長 第２５回青少年のための科学の祭典日立大会についてお知らせし

ます。 

青少年のための科学の祭典は、平成４年に国の委託大会として、

東京、大阪などで始まり、全国を一巡し、最終年の平成１２年に茨

城大会が本市で開催され、２日間の会期中に約１８，０００人の来

場者を集めました。茨城大会以降に、県内各地で自主大会の輪が広

がり、本年度は本市を含め県内４か所で開催予定でございます。 

日立市以外は、ひたちなか大会、北茨城大会、鹿行地区大会の鉾

田会場がございます。 

主催は、青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会です。 

共催は、公益財団法人日本科学技術振興財団と日立市民科学文化

財団です。 

開催の目的は、日常生活や学校では体験の難しい実験や工作を通

じて、青少年に科学の楽しさと多様さを体験してもらい、科学への

興味や関心を高めてもらうきっかけとするために開催するもので、

今回で２５回目の開催となります。 

記念大会としまして、２足歩行ロボットの実演といばらきｅスポ

ーツリーグ２０２５を行います。 

 

記念図書館長 日立市立図書館「としょかんまつり」について御説明をいたしま

す。 

子どもから大人まで本の魅力を再発見し、図書館をもっと身近に

感じていただくため、としょかんまつりを各館で順次開催をいたし

ます。 

毎年好評の本のリサイクルコーナーやおはなし会、おたのしみく

じ、移動図書館車の出展など、各館工夫を凝らした催し物を用意し

ております。 

開催日時は、十王図書館が１１月８日土曜日、午前９時から午後

３時まで、多賀図書館が１１月１５日土曜日、午前１０時から午後

３時まで、南部図書館が１１月２９日土曜日、午前９時から午後４

時まで、記念図書館が１２月６日土曜日、午前９時から午後３時ま

でとなっております。 



 

以 上 

是非、お越しいただければと思います。 

なお、開催当日は、本の貸し出し、返却など通常業務も行ってお

りますので、併せて御利用ください。 

 

５ 次回の教育委員会の日程について 

教 育 長 

 

 

総 務 課 長 

 

 

 次回の教育委員会定例会の日程について、総務課長からお願いし

ます。 

 

令和７年１１月２７日（木）午後２時３０分から、日立市役所３

階３０４・３０５号会議室で開催予定です。 

 

 

６  閉  会  

教 育 長 

 

以上をもちまして、教育委員会１０月定例会を終了いたします。 

 

 


